
No. 資料名 頁 タイトル 内容 回答

1
入札説明書

その他

6 第3 10 2) ② ｲ 業務範囲

造成工事の状況

【入札説明書等に関する質問（その他）及び回答
No.3およびNo.363】
「造成工事完了は令和5年9月中旬を想定」「2023年
4月1日時点の造成工事の残状況の想定は、擁壁工事
（上段部・盛土）、植栽工事、付帯工事」となって
おります。
①造成引渡高54.9mのうち赤着色部の盛土が終了す
る予定（令和5年〇月上旬/中旬/下旬）をご教示く
ださい。
②上記の部分の盛土完了後は、造成工事の残工事と
並行して本工事着工できるものと理解して宜しいで
しょうか。

①令和5年8月下旬を予定しています。
②ご理解のとおりです。造成工事と調
整のうえ、支障がない範囲で着工でき
るものとします。

2 入札説明書 6 第3 10 2) ② ｲ 業務範囲

【入札説明書等に関する質問（その他）及び回答
No.3】
①万が一、本施設の建設工事に係る期間が十に確保
されないと判断される場合には、契約締結後に事業
者への造成用地引渡時期や竣工時期に関して協議に
応じていただくことは可能でしょうか。
②工期短縮の一案として試運転期間の短縮を協議い
ただくことは可能でしょうか。
③ご提示の建設工事期間を4週8休で換算すると休日
日数が約4.5ヶ月にあたるため、要求水準書に記載
の就業条件について土曜日を作業日にするなどの規
制緩和は可能でしょうか。
④昨今の働き方改革であります通り4週8休について
は労働基準法に基づき確実に遵守致しますが、作業
員を増員し、交代で休みを確保する週休2日交替制
の採用（令和3年3月国交省通知）についてもご検討
いただけないでしょうか。

①やむを得ないと市が判断する場合、
協議に応じます。
②試運転期間120日間は要求水準で標準
仕様として示しています。短くするこ
とは原則として認めません。
③④工事における休日の算出において
は原則4週8休とし、労働基準法などを
遵守してください。

項目

(仮称)福井市新ごみ処理施設整備・運営事業 　対面的対話の結果
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No. 資料名 頁 タイトル 内容 回答項目

3 入札説明書 6 第3 10 2) ② ｲ 業務範囲

【入札説明書等に関する質問（その他）及び回答
No.3】
造成工事完了時期は令和5年（2023年）9月中旬を想
定しているとのことですが、設計完了後の2023年4
月には問題なく本工事に着工できるようにしていた
だかないと工期的にかなりの無理が生じ、協力業者
にも過度の負担がかかることになりますので、落札
者決定後には造成工事との調整をさせていただきた
くお願いします。

造成工事との調整についての協議をし
て頂くことは可能です。

4
入札説明書
添付資料

40 添付資料9 2 2)
運営業務に係る対
価

【入札説明書等に関する質問（その他）及び回答
No.31】
入札説明書p.39には、運営変動費Ⅱは「余剰電力の
売却代金の10％」と記載がありますが、この「余剰
電力」とは本施設で発電した電力から消費電力を差
し引いた残りの電力全てを指し、その10％が事業期
間にわたって事業者の収入となるという理解でよろ
しいでしょうか。
また「余剰電力」が上記の定義の場合、事業計画書
の様式7-3では「運営業務委託費B計」のセルに、
「運営変動費Ⅰ計」と「運営変動費Ⅱ計」が合算さ
れる数式が入力されています。燃料費や薬品費など
の運営変動費Ⅰと、売電代金である運営変動費Ⅱは
性質が異なるため、貴市から事業者へ支払う運営業
務委託費Bは運営変動費Ⅰのみであり、運営変動費
Ⅱは運営委託費Bに合算しないという理解でよろし
いでしょうか。その場合、様式7-3の数式を修正
し、運営変動費Ⅱの様式7-10は参考として提出させ
て頂きます。

前段について、余剰電力とは電力会社
に売却した電力を指し、その売却代金
の10％をインセンティブとして付与し
ます。
後段について、ご理解のとおりです。

5
入札説明書
添付資料

40 添付資料9 2 2)
運営業務に係る対
価

【入札説明書等に関する質問（その他）及び回答
No.31】
「入札説明書の通りです。」とございますが、入札
説明書においては、
・P7 2)本施設の運営業務に係る対価
・添付資料-9 P39 1.対価の構成
・添付資料-9 P40 2.対価の算定方法
2)運営業務に係る対価
に記載のある通り、余剰電力売却インセンティブが
運営業務に係る対価に含まれると読み取れますが、
余剰電力売却インセンティブを示す運営変動費Ⅱは
入札価格に含まないという理解でよろしいでしょう
か。
従って、様式7-3においては、事業者が提案する運
営固定費Ⅰ・Ⅱ・Ⅲおよび運営変動費Ⅰの合計金額
が入札金額となり、運営変動費Ⅱの項目は削除もし
くは記載しないという理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。
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No. 資料名 頁 タイトル 内容 回答項目

6
入札説明書
添付資料

40 添付資料9 2 2)
運営業務に係る対
価

【入札説明書等に関する質問（その他）及び回答
No.32】
「売電単価は電力会社と本市の売買契約による」と
ございます。売電単価は貴市が売電先を選定する際
に確定するものであり「落札者選定基準の評価は売
電量」にて行うとございますため、売電単価につい
ては評価対象外という理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

7
入札説明書
添付資料

40 添付資料9 2 2)
運営業務に係る対
価

【入札説明書等に関する質問（その他）及び回答
No.32】
①「売電単価は…お示しできません。また、落札者
選定基準の評価は売電量となっています。」とござ
いますが、様式7-10、様式7-3において金額を記載
するためには単価が必須であり、作成することが出
来ません。
したがって、様式7-10においては、（量）をkWhに
置き換え、各年度の余剰電力量を参考として記載す
るのみとし、金額は記載しないという理解でよろし
いでしょうか。
②事業計画策定のため、売電単価計算に用いるバイ
オマス比率もしくはごみ組成(紙・布類/ビニール・
合成樹脂・ゴム・皮革類/木・竹・藁類/厨芥類/不
燃物類/その他)をご提示いただけませんでしょう
か。
新施設における想定値が難しい場合は、既設クリー
ンセンターのデータをご教示願います。

①前段の、（量）をkWhに置き換えるこ
とについてはご理解のとおりです。
後段については、想定される売電単価
で金額を記載して下さい。
②既存のクリーンセンター及び鯖江ク
リーンセンターのごみ組成を提示しま
す。今回公表する、(仮称)福井市新ご
み処理施設整備・運営事業 要求水準書
設計・建設業務編 添付資料20をご参照
ください。

8
要求水準書
設計・建設業務編

3 第1章 第1節 5 　 　 　 　 敷地面積

【入札説明書等に関する質問（その他）及び回答
No.49】
①資料2：計画平面図右下記載の「敷地造成」で示
されたエリアで約12,000㎡となっています。「敷地
面積56,000㎡　現在の福井市クリーンセンター敷地
を含めた面積」の文章に該当する敷地境界をご教授
願います。
②建築計画通知等における敷地面積をご教示願いま
す。
③騒音振動悪臭の敷地境界線位置をご教示願いま
す。

①事業実施区域の境界は、入札説明書
P.29　入札説明書添付資料-2に事業用
地として示している範囲です。
②建築計画通知として本市が考える敷
地面積は約60,100㎡です。この場合に
おける隣地境界線については、今回公
表する、(仮称)福井市新ごみ処理施設
整備・運営事業 要求水準書 設計・建
設業務編 添付資料21をご参照くださ
い。
③騒音振動悪臭の評価のための境界線
については、回答①の事業用地として
示している範囲の境界線としてくださ
い。

9
要求水準書
設計・建設業務編

5

119

第1章

第3章

第1節

第11
節

6

4

(6) 1)
ユーティリティ条
件

特高受変電設備

【入札説明書等に関する質問（その他）及び回答
No.52及びNo.168】
特別高圧の受電引込の見積条件として「事業用地区
画線の市道2-199号線沿いの任意箇所から特別高圧
受変電設備までの埋設配管」で見込むこととござい
ますが、各社見積条件を統一するため、任意箇所で
はなく、取合い点を暫定的に明示していただけない
でしょうか。

現段階で、取合い点を固定することは
できないため、配置計画を含めて最も
適切な位置で設定願います。
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No. 資料名 頁 タイトル 内容 回答項目

10
要求水準書
設計・建設業務編

8 第1章 第2節 5 (2) 2) 省エネルギー

【入札説明書等に関する質問（その他）及び回答
No.70】
ZEB Ready以上とする場合、Webプログラムによる省
エネルギー計算が必要です。このプログラムの入力
にあたって、諸条件設定の考え方を福井市様に確認
させていただきたいと思いますがよろしいでしょう
か。

ZEBに関する計算は設計者によるものと
考えているため、諸条件は事業者にて
設定してください。

11
要求水準書
設計・建設業務編

8 第1章 第2節 5 (2) 2) 省エネルギー

【入札説明書等に関する質問（その他）及び回答
No.70】
再生可能エネルギーに関して、ZEBの評価はあくま
でBELS評価によると思いますが、蒸気や電力供給を
プラントより受け入れた場合は、BELS評価とは別に
ZEB評価に算入してよろしいでしょうか。

BELS評価とZEB評価は同じものであると
理解しています。

12
要求水準書
設計・建設業務編

11 第2章 第1節 2 計画ごみ質

【入札説明書等に関する質問（その他）及び回答
No.76】
既存施設のごみ質データとして入札参加資格審査書
類提出者提示資料の内、既設のごみの低位発熱量、
三成分、元素組成を確認させていただきましたが、
合わせてごみの物理組成もご提示いただけないで
しょうか。

質問回答No.7②をご参照ください。

13
要求水準書
設計・建設業務編

11 第2章 第1節 2 計画ごみ質

【入札説明書等に関する質問（その他）及び回答
No.77】
質問の回答に「技術提案書につきましては、想定さ
れる運転条件（各ごみ質、運転炉数等）での値を提
示してください。」とありますが、これらの提示す
る値に関して、発電量、売電量は様式8-6に、最終
処分量は様式8-8に提示するとの理解でよろしいで
しょうか。

ご理解のとおりです。なお、提案する
数値については、入札説明書添付資料-
8に示す施設計画図書と整合を図ること
としてください。

14
要求水準書
設計・建設業務編

11 第2章 第1節 2 計画ごみ質

【入札説明書等に関する質問（その他）及び回答
No.77】
「事業費の算出については基準ごみとします
が、・・・」とあり、NO.44ではごみ質変動リスク
は「協議による」と回答があります。ごみ質変動に
伴う費用変動も協議により決定するとの理解でよろ
しいでしょうか。

計画ごみ質の範囲内にごみ質がある場
合においては、費用の変動協議は行い
ません。市が計画ごみ質の範囲を逸脱
していると判断した場合は、費用変動
に伴う協議を行う場合があります。

15
要求水準書
設計・建設業務編

11 第2章 第1節 2 計画ごみ質

【入札説明書等に関する質問（その他）及び回答
No.77】
「技術提案書につきましては、想定される運転条件
（各ごみ質、運転炉数等）での値を提示してくださ
い。」とございますが、提案書の評価は基準ごみ質
にて行われるものと理解してよろしいでしょうか。

事業費の算出については基準ごみにて
算出してください。評価に関わること
関しては回答できません。
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No. 資料名 頁 タイトル 内容 回答項目

16
要求水準書
設計・建設業務編

12 第2章 第1節 8 運転方式

【入札説明書等に関する質問（その他）及び回答
No.79】
全炉休止期間（7日以下）は立上げ、立下げを含む
との回答ですが、4年間に１回行われる蒸気タービ
ンの開放点検は7日以上の点検期間が必要と想定さ
れます。
タービン開放点検時も全炉休止期間は７日以下との
理解でよろしいですか。

全炉休止期間の7日以下については、性
能指針に基づき原則達成すべき期間と
して記載しています。タービン解放点
検時の全炉休止期間も7日以下としてく
ださい。

17
要求水準書
設計・建設業務編

15 第2章 第1節 11 余熱利用計画

【入札説明書等に関する質問（その他）及び回答
No.81】
外部余熱利用設備の最大供給熱量は、健康運動公園
と地元の余熱利用施設の合計を7500MJ/hで見込むと
いう理解でよろしいでしょうか。

健康運動公園と別に、地元の余熱利用
施設で7,500MJ/hを見込んでください。

18
要求水準書
設計・建設業務編

15 第2章 第1節 11 余熱利用計画

【入札説明書等に関する質問（その他）及び回答
No.81】
①「その供給熱量は最大7500MJ/hを見込んでくださ
い。」とございますが、事業期間を通じて7500MJ/h
の場外余熱利用を全炉停止時を除く通年で行うとい
う理解でよろしいでしょうか。
②全炉停止時は、焼却施設からの熱供給を停止する
という理解でよろしいでしょうか。
③ご提示いただきました情報だけでは各社提案条件
に差異が生じるおそれがあります。各社条件を統一
するため、以下の条件を設定いただけませんでしょ
うか。
・高温水供給温度・戻り温度
・需要設備の位置

①供給については通年で行うことと
し、高温水で供給熱量は最大7,500MJ/h
を見込んで下さい。なお、現時点で、
ビニールハウスへの熱供給を想定して
いることから、季節ごとの供給量の変
動については、応募者において他事例
を参考に設定をして下さい。
②全炉停止時の熱供給は求めません
が、年度開始の60日前までに市に提出
する業務計画書に含まれる運転計画(全
炉停止等含む)について市及び供給先と
協議が必要となります。
③条件の設定は、以下のとおりとし、
その他は東山健康運動公園と同様の条
件としてください。
　高温水供給温度：105℃
　戻り温度：90℃
　配管距離：1,400m(片道)
なお、東山健康運動公園のプールへの

高温水供給の戻り温度も90℃で設定し

てください。
また、質問回答No.41～45をご参照くだ
さい。

19
要求水準書
設計・建設業務編

15 第2章 第1節 11 年間開館日数

【入札説明書等に関する質問（その他）及び回答
No.84】
記載いただいている休館日は、事業期間を通じた東
山健康運動公園の定休日との理解でよろしいでしょ
うか。

東山健康運動公園の休館日について
は、「福井市東山健康運動公園の設置
及び管理に関する条例」第4条で定めら
れたとおりです。

20
要求水準書
設計・建設業務編

17 第2章 第1節 14 (2) 焼却灰等処分計画

要求水準書 設計・建設業務編 17頁 「表2.1. 14-2
焼却灰及び飛灰処理物に係る基準（含有基準）」
に、溶出基準とは別に水銀の含有量として
「1,000mg/kg未満」との記載がございますが、本基
準を設定された背景等がございましたらご教示願い
ます。

水銀廃棄物ガイドライン（環境省、平
成29年6月）では、水銀の回収の努力義
務があるため、規制値として設定いた
しました。
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No. 資料名 頁 タイトル 内容 回答項目

21
要求水準書
設計・建設業務編

18 第2章 第2節 1 (4) 敷地境界

【入札説明書等に関する質問（その他）及び回答
No.95】
「敷地境界と事業用地は異なります。公害防止基準
における測定箇所は環境影響評価書を参照くださ
い。」とございますが、環境影響評価書にも事業用
地しか見受けられませんので、敷地境界をご教示願
います。

質問回答No.8③をご参照ください。

22

要求水準書
設計・建設業務編
及び
添付資料5_ユー
ティリティ取合図

112 第3章 第9節 1 (6) 給水設備

【入札説明書等に関する質問（その他）及び回答
No.161】
現場視察の際に、場外ポンプ室近傍に60㎥の受水槽
もあったと記憶しております。当該タンクは、深井
戸ポンプで揚水した井水を一時保留し、工場水揚水
ポンプで既設クリーンセンターに送水するためのも
のと理解してよろしいでしょうか。

60㎥の受水槽は場外ポンプ室近傍に存
在しません。ただし、ポンプ室地下に
約45㎥の受水槽があり、深井戸ポンプ
で揚水した井水を一時保留し、工場水
揚水ポンプで既設クリーンセンターに
送水しています。

23
要求水準書
設計・建設業務編

117 第3章 第10節 １ (7) 2)
緊急時放流ライン
取り合い点

【入札説明書等に関する質問（その他）及び回答
No.163】
緊急時放流ラインの取り合い点は「既存の緊急時放
流ライン」とございますが、既存の緊急時放流ライ
ンの位置をご教示願います。

前面の市道東部2-199号線に埋設されて
います。

24
要求水準書
設計・建設業務編

119 第3章 第11節 2 （2） 受変電設備

【入札説明書等に関する質問（その他）及び回答
No.165】
受変電設備に関して、電力会社との協議で決定して
いる事項は現段階で決まっていないとのことです
が、事業提案書の受付期限までに決定した事項があ
れば、その決定事項を公表していただけないでしょ
うか。

新たに決定した事項があれば、その決
定事項を提示いたします。ただし、現
在の状況においては、提案書の受付期
限までにご提示できる事項はないと考
えています。

25
要求水準書
設計・建設業務編

174 第4章 第2節 11 自動火災報知設備

【入札説明書等に関する質問（その他）及び回答
No.212】
自動火災報知設備は既存管理棟を含め相互の状況を
確認できるようとありますが、相互の状況確認は代
表信号と考えて良いでしょうか。
また、自動火災報知設備以外に既存管理棟と連携す
るする必要のある設備（例、非常放送、電話交換
機、インターホン等）はございませんでしょうか。

前段については、ご理解のとおりで
す。ただし、自動火災報知設備発報時
には速やかに、その状況を既存管理棟
等へ連絡できる体制を構築して下さ
い。
後段については、既存管理棟と連携す
る設備は放送設備、TV共聴設備、電話
（インターホン設備）、防犯設備（機
械警備）を想定していますが、詳細は
協議によります。
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26
要求水準書
設計・建設業務編

174 第4章 第2節 11 　 　 　 　
既存管理棟改修工
事

【入札説明書等に関する質問（その他）及び回答
No.213】
「工場棟に関しては、地域住民を含め、市民に開か
れたものになるように考えています」とあります
が、工場棟に市民が事前予約なく自由に出入りでき
るエリアを設けるということでしょうか。またその
場合、想定されているエリアの範囲があればお教え
ください。

本回答は、工場棟に関する本市の考え
を提示したものです。市民に対する工
場棟の整備・運営方法については事業
者の提案によります。
なお、本市としては、要求水準書 設
計・建設業務編 第4章第2節6.（9）一
般諸室部門のうち、少なくとも4）見学
者諸室の①エントランスホール、④展
示室及び5）見学者用通路については、
運営作業者諸室等と明確に分離し、作
業員と見学者の動線が交錯しない計画
とすることを前提として、事前予約な
く出入り可能であることが望ましいと
考えております。自由見学者につい
て、要求水準書 運営・維持管理業務編
第9章第1節 見学者対応のうち、従業員
による説明義務は軽易な質問の対応を
除き想定していませんが、提案をさま
たげるものではありません。

27
要求水準書
設計・建設業務編

174 第4章 第2節 11 （4） 既存管理棟

【入札説明書等に関する質問（その他）及び回答
No.215】
既存管理棟改修工事の着工時期について「特に指定
はありませんが、既存施設の運転に支障がないよう
してください」というご指示がありますので、既存
管理棟改修工事は、居ながら改修ではなく、新施設
へ引っ越しをしていただいた後に着手するという理
解でよろしいでしょうか。

協議によります。

28
要求水準書
設計・建設業務編

174 第4章 第2節 11 (4)
既存管理棟の着工
時期

【入札説明書等に関する質問（その他）及び回答
No.216】
①既存管理棟改修工事の実施は、既存焼却施設稼働
中は現在の管理棟を拠点として既存焼却施設を管理
する必要があり、非常に困難であるため、新施設稼
働後に行うべきだと考えますが、質問回答№216に
おいては設計・建設期間の完了日（令和8年3月31
日）までに完了させることが前提となっています。
既存管理棟改修工事についてどのような進め方を想
定されているのか具体的にお示し願います。例え
ば、既存管理棟をいくつかの工区に分けて、稼働エ
リアと工事エリアを工事の進捗に応じて変化させな
がら段階的に進めていくという方法が考えられます
か。
②新施設の完了検査の受検がR7年11月中旬頃とし
て、検査済証を受領した後新施設に仮に引っ越して
いただいた後、既存管理棟の改修工事を実施した場
合、R7年度末までの約3.5か月では厳しいことが想
定されます。既存管理棟の改修工事はR8年度に跨っ
て実施することは可能でしょうか。

①提案に基づき、詳細を協議いたしま
す。なお、既存施設の運転に支障がな
い形での提案を求めたいと考えていま
す。
②不可とします。
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29
要求水準書
設計・建設業務編

174 第4章 第2節 11 (4)
既存管理棟のアス
ベスト有無

【入札説明書等に関する質問（その他）及び回答
No.217】
既存管理棟に関して、「アスベストについては改修
工事の実施に伴い、事業者で事前調査を実施してく
ださい。」とございますが、事前調査は工事計画に
反映するため、入札参加資格審査結果通知後直ちに
実施させていただくことは可能でしょうか。

アスベストに関する調査は、改修工事
の前に実施することとしてください。

30
要求水準書
設計・建設業務編

179 第4章 第4節 4 (4) 　 　 　 給水量

【入札説明書等に関する質問（その他）及び回答
No.233】
Ｐ.174 「既存管理棟改修工事」に記載の通り、貴
市職員が常駐されるエリアは既存管理棟であり、新
施設はスポット利用の認識でよろしいでしょうか。

新施設内に市職員の執務エリアは不要
です。

31
要求水準書
添付資料

4 温水配管

【入札説明書等に関する質問（その他）及び回答
No.271】
添付資料5_ユーティリティ取合点の6枚目における
クリーンセンター側（赤色）の配管が今回入札にお
ける更新対象であり、公園側（青色）の配管は更新
不要との理解で宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

32
要求水準書
添付資料

5
ユーティリティ取
合点

【入札説明書等に関する質問（その他）及び回答
No.274】
①既存管路とは別に新たな管路の設置も可能とあり
ますが、ルート想定にあたり何か制約はありますで
しょうか。あるいは、貴市が所有する土地を通す限
りはどのような想定・提案も可能と考えて宜しいで
しょうか。
②一例として、敷地南側の法面部分に新規ルートを
想定することも可能でしょうか。

①現時点での制約はありませんが、提
案によっては制約が生じる場合があり
ます。
②既存の構造物（埋設物等）に支障な
い範囲で可とします。補修等の維持管
理に配慮した計画としてください。

33
要求水準書
添付資料

5
ユーティリティ取
合点

【入札説明書等に関する質問（その他）及び回答
No.276】
①「上水・高温水用の配管トラフを新設する場合、
既設トラフ内の既設配管は撤去」とありますが、上
記想定の場合は既設の配管だけでなく既設のトラフ
も撤去が必要でしょうか。
②上記の上水・高温水は既存施設が稼働している期
間は停止できないと考えられることから、トラフ及
び配管の撤去について、R8年度に実施することをご
検討頂けないでしょうか。

①ご理解のとおりです。
②令和8年3月時点では、現施設でのご
み処理を行っておらず、生活用水の使
用もほとんどないものと想定しており
ます。生活用水として使用する井水に
関しては、必要に応じ上水の使用を想
定しておりますので、既設配管及びト
ラフの撤去は工事期間内に完了してく
ださい。

34
要求水準書
添付資料

5
ユーティリティ取
合点

【入札説明書等に関する質問（その他）及び回答
No.279】
No.279はユーティリティー取合い点の質問ですが、
No.229 囲障に関する回答を参照とのご回答です。
No.279に適した内容としてNo.161がございますが、
こちらを参照すればよろしいでしょうか。ご確認の
ほどよろしくお願いいたします。

ご理解のとおりです。
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35
要求水準書
添付資料

17 給水配管ルート

【添付資料17　給水配管ルート】
①埋設部およびトラフ内敷設の給水配管について、
既設炉竣工後にもし更新されていましたら更新時期
をご教示ください。
既設炉竣工以降更新されていない場合は、最新の点
検結果（実施年月、肉厚、内面点検結果など）がご
ざいましたらご教示ください。
②現在使用中のポンプの最新の更新時期をご教示く
ださい。

①敷設後は更新しておりません。ま
た、点検結果もございません。
②ポンプも設置後は更新しておりませ
ん。

36
要求水準書
別添資料

雨水調整池　設計
図

【別添資料　雨水調整池設計図】
場内排水計画
「幹線排水」及び「支線排水」は別途発注される調
整池工事もしくは造成工事にて整備されるもので、
本工事では添付資料2に示される造成引渡し高54.9
盤面の敷地範囲の排水を当該「幹線排水」または
「支線排水」に導水すればよいと考えてよろしいで
しょうか。
また、「幹線排水」及び「支線排水」の流量計算は
実施済みで、本工事では検討対象外と考えてよろし
いでしょうか。

ご理解のとおりです。

37
要求水準書
別添資料

造成計画関係図面

【別添資料　造成計画関係図面】
建物の配置決定及び地業工事計画のため、以下をご
提示いただけないでしょうか。
①北西山側の擁壁部分（FH54.9～58.9）の詳細図
（基礎も含む）
②盛土材の仕様（土の種類、最大粒径）
③西側補強土壁の工法
④山留工事の参考とするための現クリーンセンター
施工時の図面（配置図、平面図、断面図、基礎伏
図、軸組図）

①今回公表する、(仮称)福井市新ごみ
処理施設整備・運営事業 要求水準書
設計・建設業務編 添付資料22をご参照
ください。
②現時点では、今回公表する、(仮称)
福井市新ごみ処理施設整備・運営事業
要求水準書 設計・建設業務編 添付資
料23を想定しています。
③現時点では、帯鋼補強土壁工法を想
定しています。
④今回公表する、(仮称)福井市新ごみ
処理施設整備・運営事業 要求水準書
設計・建設業務編 添付資料24をご参照
ください。
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38
要求水準書
別添資料

ごみ搬入状況実績

【別添資料　ごみ搬入状況実績】
本資料において可燃ごみが平日のみだけなく、毎週
土日にも搬入されていますが、市ホームページでは
市民からのごみ持込は平日のみとなっています。
①この搬入車両はどの様なごみの搬入でしょうか。
②受付時間は平日と同様の8時30分～12時、13時～
17時と考えて宜しいでしょうか。
③計量や料金徴収は必要でしょうか。

①本市では、市内の一般廃棄物を円滑
に処理するため、許可業者からの申請
に基づき開所日以外（土・日・祝日・
年末）にも搬入を許可しています。ま
た、第2日曜日に一般家庭から出た粗大
ごみの受入を実施しているほか、自治
会等による特別収集などについて開所
日以外に受け入れている場合がありま
す。
②受付時間は、許可業者の開所日以外
の搬入については、概ね午前中のみで
す。第2日曜日の粗大ごみ受入は、ご理
解のとおりです。また、特別収集は自
治会等との協議によります。
③許可業者については計量を行い料金
は後納で徴収しています。一般家庭か
ら出た粗大ごみについては、品目に応
じ処理手数料を徴収する場合と、計量
により費用を徴収する場合がありま
す。
上記は現クリーンセンターでの対応を
提示したものです。新施設の運営方法
については事業者の提案によります。

39
様式7
様式7-5～7-10

事業収支表
（損益計算書）

【入札説明書等に関する質問（その他）及び回答
No.298】
「ご理解の通りです。」とございますが、様式7
（事業計画）および様式9（入札書）の様式間にお
ける金額の整合について、再度確認させていただき
ます。
様式7（事業計画）は、様式の構成として委託費の
内容を記載するものと見受けられます。
事業提案書の提出時において、様式7-1～7-3につい
ては正本に添付することとなっています。そのた
め、「様式9 内訳【運営業務】の金額」は「様式7-
1 ④運営業務委託費（②+③）」および「様式7-3
運営業務委託費　合計」と同額であり、市様からの
委託料（ＳＰＣの収入）を記載し、「様式7-11-1事
業収支表（損益計算書）のⅠ.営業収益」と整合さ
せるという理解でよろしいでしょうか。その理解で
よろしかった場合、様式7-5～7-10についても同様
に市様からの委託料（ＳＰＣの収入）を記載すると
いう理解でよろしいでしょうか。
なお、「様式7-11-1事業収支表（損益計算書）の
Ⅱ.営業費用」（ＳＰＣの費用）については項目を
含め事業者の提案によるものとします。

ご理解のとおりです。
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40 様式8-1
実施方針および実
施体制

【様式8-1】
様式8-1の評価の視点において、「実施体制を評
価」では、「施設の安定稼働」や「安定処理の継
続」に関する提案とありますが、実施体制として
は、建設期間からの体制も評価に含まれ、特に稼働
後の安定性を重視されているという理解でよろしい
でしょうか。

様式8-1については、提案者の本事業に
対しての設計・建設、運営を含めて取
り組み方を総合的に評価するものとな
ります。
評価に関わること関しては回答できま
せん。

41 様式8-6 エネルギー回収率

【入札説明書等に関する質問（その他）及び回答
No.314】
①「１年間稼働した場合の総発電量や売電量等」を
記載するとのことですが、以下条件での数値を様式
8-6に記載するとの理解でよろしいでしょうか。
・年間ごみ処理量：64,791t
・年間稼働計画及び稼働日数：事業者提案
・年間外部供給熱量：最大供給熱量や営業日等を考
慮した上での事業者提案
②地元の余熱利用に関して、1年あたりの供給日数
をご教示願います。

①外部供給量について、東山健康運動
公園については、質問回答を含めた条
件により提案としてください。また、
地元への熱供給についても、東山健康
運動公園への熱供給計画と別に最大
7,500MJ/hの熱供給を行う条件としてく
ださい。
②365日運転での計画としてください。
ただし、本施設の計画停止日等で余熱
を供給できない場合は、余熱の供給は
不要です。
また、質問回答No.18、42～45をご参照
ください。

42 様式8-6 エネルギー回収率

【入札説明書等に関する質問（その他）及び回答
No.314】
様式8-6で記載する「単一のエネルギー回収率」
は、事業者が提案する稼働計画に基づき年間
64,791tを処理した場合の年間の発電電力量及び熱
利用量を基に算出した年間のエネルギー回収率を提
示するとの理解でよろしいでしょうか。
その場合、外部供給熱量については最大供給熱量や
営業日等を考慮し、事業者提案とすることでよろし
いでしょうか。

前段については、ご理解のとおりで
す。
後段については、質問回答No.41をご参
照ください。
また、質問回答No.18、43～45をご参照
ください。

43 様式8-6 エネルギー回収率

【入札説明書等に関する質問（その他）及び回答
No.314】
エネルギー回収率として年間エネルギー回収率を算
出する場合、「エネルギ―回収率の算定」に使用す
る数値は以下のように読み替えるものと理解してよ
ろしいでしょうか。
①施設規模（ｔ/日）→年間ごみ処理量64,791ｔ/年
②外部燃料投入量（kg/h）→年間外部燃料投入量
（kg/年）
③発電出力（kW）→年間発電電力量（kWh/年）
④有効熱量（MJ/h）→東山運動公園と場外余熱利用
設備への年間供給熱量の和（MJ/年）

回収率の算定は、エネルギー回収型廃
棄物処理施設整備マニュアルの算定方
法に合致していれば年間値や時間当た
り等は問いません。なお、計算の過
程、根拠がわかるようにしてくださ
い。
また、質問回答No.18、41、42、44、45
をご参照ください。
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No. 資料名 頁 タイトル 内容 回答項目

44 様式8-6 エネルギー回収率

【入札説明書等に関する質問（その他）及び回答
No.314】
エネルギー回収率として年間エネルギー回収率を算
出する場合、「エネルギー回収率の算定」に基づく
数値中の外部燃料投入量は、炉の立上げ立下げに要
する燃料も含むとの理解でよろしいでしょうか。

質問回答No.43の回答をご参照くださ
い。エネルギー回収型廃棄物処理施設
整備マニュアルに従ってください。な
お、年間エネルギー回収量を提案で求
めていますが、年間エネルギー回収率
は求めておりません。
また、質問回答No.18、41～42、45をご
参照ください。

45 様式8-6 エネルギー回収率

【入札説明書等に関する質問（その他）及び回答
No.314】
エネルギー回収率として年間エネルギー回収率を算
出する場合、地元への余熱利用施設へ供給熱量は東
山健康運動公園と同様に事業者側で想定するとの理
解でよろしいでしょうか。

質問回答No.41の回答を参照ください。
また、質問回答No.18、42～44をご参照
ください。

46 様式8-9
全体配置計画およ
び受入・搬入管理

【様式8-9】
様式8-9の評価の視点において「直接搬入者に対す
る分かりやすい受付方法及び誘導方法」とあります
が、既設の福井クリーンセンターの持ち込み方法
ホームページでは「※一般廃棄物届への記入（廃棄
物発生場所・住所・氏名）は精算時までにご記入く
ださい。」とあります。
今回の新ごみ処理施設においても受付時ではなく精
算時までに一般廃棄物届への記入をするとの理解で
よろしいですか。

一般廃棄物届への記入についてはご理
解のとおりですが、現状の方法を含め
たより良い提案を阻害するものではあ
りません。

47 様式8-11 温室効果ガス

【入札説明書等に関する質問（その他）及び回答
No.322】
二酸化炭素排出量の算出は、「廃棄物処理部門にお
ける温室効果ガス排出抑制等指針マニュアル」
（2012年3月 環境省）に基づくものと理解してよろ
しいでしょうか。またその場合、廃プラスチック由
来の二酸化炭素排出量も含めるという理解でよろし
いでしょうか。
この場合プラスチック由来の二酸化炭素排ごみ中の
廃プラスチック類の組成割合や廃プラスチックの二
酸化炭素排出係数等、算出に必要な値をご提示願い
ます。

プラスチック類の組成割合は、質問回
答No.7②の回答をご参照ください。
算定方法については、「温室効果ガス
排出量算定・報告マニュアルVer. 4.7
（環境省、2021年3月）」に基づき行っ
てください。
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No. 資料名 頁 タイトル 内容 回答項目

48 様式8-13
災害発生時の対
応・処理継続性の
確保

【様式8-13】
様式8-13の審査の視点において、「災害時の施設機
能の使用に関する工夫について、実効性と妥当性の
ある提案であるか。」という項目がありますが、本
視点の意図は災害時にも処理継続性が確保できるよ
うに（施設の使用が継続できるように）、施設にど
のような機能・仕様を持たせるかということを要求
されているとの理解でよろしいですか。

災害時にごみ処理が継続できることに
ついては、要求水準で求めているもの
です。
様式8-13については、災害時に施設が
稼働できることで、被災者にサービス
を提供できるような工夫が実効性と妥
当性のある場合に評価対象とします。
また、通常の性状とは異なる災害時の
ごみを施設の機能を工夫して対処する
提案についても、実効性と妥当性があ
る場合に評価対象とします。

49

建設工事請負契約
書（案）

運営・維持管理業
務委託契約書
（案）

2

3

第3条第2項

第9条第2項

書面及び図面の優
先順位

解釈等

質問回答について、建設工事請負契約（案）第3条
第2項、運営・維持管理業務委託契約書（案）第9条
第2項に、解釈の優先の記載がございますが、「入
札説明書等に係る質問回答書」よりも上位に、建設
工事請負契約（案）または運営・維持管理業務委託
契約書（案）、基本契約書があることになっており
ます。
解釈に齟齬がある場合には、「入札説明書等に係る
質問回答書」が最上位になるとの理解でよろしいで
しょうか。

最終的には各契約書に「入札説明書等
に係る質問回答書」の内容を反映しま
す。
落札者決定後の各契約締結に向けた交
渉の内容も反映し、各契約書が最上位
の位置付けになります。

50
運営・維持管理業
務委託契約書
（案）

15 第42条 余熱利用

【入札説明書等に関する質問（その他）及び回答
No.360】
東山運動公園の余熱ボイラの燃料費の負担額を想定
するため、燃料の種類（灯油等）と焼却施設からの
余熱供給が停止した場合の1日の燃料使用量をご提
示願います。

燃料の種類は灯油です。
余熱供給停止時の燃料使用量は外気温
度により異なります。参考値として、
過去の使用量を提示致します。
夏場（R1年9月上旬）　約500L/日
冬場（R2年2月下旬）　約1600L/日

51 その他 洗車設備

洗車設備に関する質問です。
要求水準でご指定はございませんが灰搬出車両の洗
車は不要でしょうか。

灰搬出車両の洗車は不要です。

52 その他 想定車両台数

想定車両台数に関する質問です。
①車両区分、ごみ区分（家庭系、事業系等）、ごみ
種、搬入物の重量、入場退場日時などより詳細な搬
入情報をご提供いただけないでしょうか。
②混載車（料金体系の異なるごみ（燃えるごみ、燃
える粗大ごみ、紙類）のいずれか2種類以上を積載
した車両）の割合をできる範囲でご教示ください。

①今回公表する、(仮称)福井市新ごみ
処理施設整備・運営事業 要求水準書
設計・建設業務編 添付資料25をご参照
ください。
②混載車の情報については、記録を
取っていないため不明です。
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No. 資料名 頁 タイトル 内容 回答項目

53 その他 業務範囲

①造成完了後の引渡し時期が令和５年９月中旬を想
定されていますが、工事着手可能時期を令和5年4月
頃～可能な様、造成工事との調整させていただきま
すようをお願いしいたします。
②R5年4月から工事着手して、造成工事完了までの9
月中旬までの間に、着手可能と想定されている建設
工事の内容をご教示ください。
③また、R5年3月末までは、設計期間ではあります
が、支持層が傾斜しているため、支持層を細かく確
認するための追加の地盤調査の実施は可能と考えて
よろしいでしょうか。

①造成工事との調整についての協議を
して頂くことは可能です。
②仮設工事、杭・地業工事、基礎工事
(ピット部)を想定しています。
③造成工事と調整の上、実施すること
は可能です。

54 その他 事業実施区域

事業者が整備・補修することを前提として、事業実
施区域外の既設焼却棟廻り外周道路を活用した動線
計画を提案させて頂くことは可能でしょうか。

可とします。
なお、搬入車両の待車スペースについ
て、事業実施区域外の既設焼却棟廻り
外周道路を活用することは可とします
が、現在の施設前面の市道から施設の
門柱までの区間は車両の滞留スペース
としないでください。

55 その他
既存管理棟改修工
事

管理棟改修時における市職員様の執務場所について
は、事業者提案と考えてよろしいでしょうか。また
現時点で何かお考えがございましたらご教示願いま
す。

質問回答No.28①をご参照ください。
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